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東京都 様

                     一般社団法人 東京空調衛生工業会

                           会 長  黒田 英彦         

東京都 平成 30 年度意見交換会資料

＜はじめに＞

   東京都においては、「入札契約制度の改革」の本格実施が昨年６月末より

スタートしておりますが、本日は本格実施後の状況報告のほか、「入札契約

制度等に関する要望」等をお聞きいただく機会を設けていただき感謝申し上

げます。

この意見交換会等を踏まえ更により良い入札契約制度となりますよう、

ご検討をよろしくお願いいたします。

＜要望に際しての基本認識＞

建設業界は、建築物の高い品質の確保、老朽化対策、インフラの維持管理

等の役割を担うだけではなく、災害発生時における迅速な応急活動も社会的

責任であると認識しております。

一方で、現場の技能労働者の高齢化や若年入職者の減少という問題に直面

しており、中長期的には建設工事の担い手が不足することが懸念されており

ます。こうした中、東京都におきましては改正品確法に定める発注者の責務

を果たしていただきますようお願いいたします

また、適切な入札契約制度への改善にむけて、今後とも「意見交換会」を

継続していただきますようお願いいたします。

＜建設業の社会保険加入及び中長期的な担い手確保の取り組みに

係わる実態調査結果＞

  別紙添付資料 1 参照願います。

＜東京都入札契約制度等に関する要望＞

  別紙添付資料 2 参照願います。



  ■ 「建設業の社会保険加入及び

中長期的な担い手確保の取り組みに係る実態調査結果」

              別紙 1 参照



１．調査団体：一般社団法人 東京空調衛生工業会
２．アンケート調査期間：平成30年12月6日～平成31年1月18日
３．調査対象：東京空調衛生工業会会員企業78社、回答68社（回答率87.17％）

Ⅰ．社会保険の加入状況について

1-1.会員企業の会社保険加入状況 2-1.二次下請企業に対する社会保険の加入指導

1-2.一次下請け企業の社会保険加入状況

①
②

③ 施工契約時に一次下請を通じて二次下請への加入指導を行っている。
④ 基本契約書によって、未加入の場合は請負契約をしないと明記している。
⑤ 加入状況を調査し、未加入の場合は一次下請より指導してもらっている。

① 各社の自覚に任せている。

○
.

建設業の社会保険加入及び中長期的な担い手確保の取組に係る実態調査 集計結果①

Q1.会員企業及び一次下請け企業の保険加入状況 Q2.二次下請企業に対する社会保険の加入指導情況

○ H26年調査開始以来、100％の状況である。 ○ 80％の企業が一次下請けを通じて指導を行っている。

災害防止協議会や安全衛生協議会等で一次下請へ指導依頼。
未加入業者の現場入場の禁止、やむを得ない場合は期限を設けて加入を条
件としている。

2-2. 指導を行なっている場合、どのように行なっているか具体的に教え
てください。

2-3. 指導を行なっていない場合、その理由を教えてください。

－ 1 －

3保険共に、適用除外の企業割合が増加しており、未加入業者割合も2%い
る。
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80%
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3%
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①直接指導行なっている

②一次下請けを通じて、指導を行なっている

③全員加入しているため指導の必要がない

④指導は行なっていない

⑤二次下請けはいない

別紙 １



Ⅱ．賃金水準の確保状況について

1-1.貴社の従業員の最近1年間の賃金 2-1.下請と契約をする際の最近1年間の労務単価状況

① ①

② 原価管理での対応としている。

－ 2 －

1-2.引き下げたり、引き上げる予定はない場合、その理由を教えてくださ
い。

2-2.引き下げたり、引き上げる予定はない場合、その理由を教えてくださ
い。

H29年に実施したために、H30年度は見送った。 物件ごとに対応している。

Q1.従業員の最近1年間の賃金 Q2.下請と契約する際の最近1年間の労務単価

○
.

人員確保の為、94％の企業が賃上げ、又は引き上げ予定しており、この傾向
は近年継続している。

○ 約90％の企業が、引き上げたり、引き上げる予定と回答している。

建設業の社会保険加入及び中長期的な担い手確保の取組に係る実態調査 集計結果②

73%

14%

7%
6%

①基本給を引き上げた

②一時金のみ引き上げた

③引き上げを予定している

④引き上げる予定はない

⑤引き下げた 61%

28%

11%

①引き上げた

②引き上げを予定している

③引き上げる予定はない

④引き下げた



Ⅲ．法定福利費を内訳明示した見積書の活用状況について

下請企業からの法定福利費を内訳明示した見積書の提出状況について

1-2.条件としていない場合、その理由を教えてください。 下請契約にあたり、法定福利費を明示して契約を締結状況

① ○
.特に理由はない。②

－ 3 －

対応準備は進めているが、まだ実施していない。 全てで明示して契約締結している割合が64％となり、見積書の提出から契約
まで一連の流れがしっかりできつつあることを示している。

建設業の社会保険加入及び中長期的な担い手確保の取組に係る実態調査 集計結果③

Q1.下請に対する見積条件への明示 Q2. 下請からの見積書の提出状況

1-1.下請企業への見積り依頼の際、法定福利費の内訳明示した見積書
の提出条件

見積書が大多数の下請から提出される割合が84％となり、見積書は有効に
活用されるようになってきている。

○
.

全てで条件としている企業の割合が、78％となっており法定福利費への認
識・対応がかなり向上している。

○
.

Q3. 下請契約時の法定福利費の明示

78%

19%

3%

①全ての見積り依頼で条件としている

②一部の見積り依頼で条件としている

③条件としていない

84%

4% 12%

①大多数の下請から十分な見積書が提出されている

②大多数の下請から十分な見積書が提出されていない

③どちらともいえない

64%

26%

10%

①全ての契約で明示して締結している

②一部の契約で明示し締結している

③明示しないで締結している



Ⅳ．若者・女性・障害者の雇用状況について

1-1. 28、29年度における若者（34歳以下）の採用状況 2-1. 30年度の新入社員の初任給について

1-2.若者の育成にあたっての具体的な取り組み 2-2.昨年度より引き下げた場合、その理由を教えてください。

① 新入社員教育の充実。（4ヶ月～1年間） ① 引き下げた企業が１社あったが、理由はコメントなし。

② 入社3、5、7年目の階層別教育を行いフォローアップしている。

③ ＯＪＴ教育の充実。（選任担当者決定、アドバイザー制度等）

④ 資格取得のための講習会の開催。

⑤ キャリアプランが明確になる様プログラムを作成。

引き上げた企業が44％を占め、企業にとっては人材確保の面からも賃金を上
げざるを得ないのではないか。

○
.

24歳以下の若者の採用が、約80％を占めており、新卒生の採用が活発であ
ることが見える。

○
.

建設業の社会保険加入及び中長期的な担い手確保の取組に係る実態調査 集計結果④

Q1. 若者の確保・育成 Q2. 新入社員の初任給

－ 4 －

総数

1,057人

総数

1,197人

7%

76%

12%

5%
Ｈ28年度

6%

74%

13%

7%

Ｈ29年度

19歳以下 20～24歳 25～29歳 30～34歳

44%54%

2%

①昨年度より引き上げた

②昨年度と同額としている

③昨年度より引き下げた



Ⅳ．若者・女性・障害者の雇用状況について

3-1. 28、29年度の女性の採用状況（職種を複数兼ねる場合は主な職種） 3-3.法定の「産前産後休業」「育児休業」に上乗せした制度の有無について

総数 総数

Q4. 

従業員（技術者）のうち、若手（40歳以下）と女性の雇用割合、
及び、管理技術者資格者証の保有者の若手と女性の保有割合

3-2. 女性の活躍推進にあたっての具体的な取り組み

① 育児、産前・産後等の休暇制度の充実。

② 勤務時間への順応な対応。（時短勤務等）

③ 女性の新卒採用比率や、管理職比率を数値化して積極的に対応。

④ 現場環境の整備。（更衣室、トイレ等）

⑤ 女性活躍推進の為の会議開催や、ハンドブック作成。

⑥ 管理職に対するセミナーの開催。（女性の育成のため）

従業員の割合は、若手が4割弱であるが、監理技術者となると2割となってお
り、有資格者はまだまだ高齢者が多い。

○
.

若手（40歳以下）と女性の雇用状況と監理技術者資格者証の保有者数

建設業の社会保険加入及び中長期的な担い手確保の取組に係る実態調査 集計結果⑤

Q3. 女性の活躍推進

－ 5 －

○
.

採用人数も、H29年度は400人を超えるようになり、技術者の採用人数も多く
なっている。

○

316人 467人

両方とも上乗せした制度を設けている企業が26％と増加している。

39%

60%

1%
Ｈ28年度

34%

65%

1%
Ｈ29年度

技術者 技能者 事務系職員 その他

26%

5%
9%

60%

①両方とも上乗せした制度を設けている

②産前産後休業は、上乗せした制度を設けている

③育児休業は、上乗せした制度を設けている

④両方とも法定どおりで、特に上乗せした制度を設け

ていない

38%

5%

57%

従業員（技術者）

若手技術者（40歳以下） 女性技術者 その他技術者

20% 2%

78%

監理技術者



Ⅳ．若者・女性・障害者の雇用状況について Ⅴ．労働環境・労働条件の現状について

5-1.障害者の雇用状況 貴社の建設現場の週休2日制の普及状況

Q2. 有休休暇の取得状況

貴社の平成29年における年間有休取得の平均取得日数

法定雇用率（2.2％）に対する企業の割合

28、29年度における従業員の月間実労働時間数（平均）について

Q5. 障害者の雇用状況 Q1. 週休2日制の普及状況

－ 6 －

建設業の社会保険加入及び中長期的な担い手確保の取組に係る実態調査 集計結果⑥

Q3. 従業員の平均月間実労働時間数

28年度 29年度

月間実労働時間数（平均） 186.6時間 185.6時間

5-2.障害者の雇用を行なっている場合、その人数と雇用率

360人

1.19%

雇用者数（合計）

雇用率（平均）

雇用義務があるが雇用を行っていない企業が10％（7社）存在している。○

○ 残業時間は、約1時間／日 程度となり、残業時間は減少している。

○ 10日未満の割合が、Ｈ28年調査と同じく90%で、休暇取得は低いままである。

○ 週休2日（4週8休）の割合はまだ33%であり、週休1日も24%ある。

72%

10%

18% ①雇用義務があり、障害者の雇用を行っている

②雇用義務はあるが、障害者の雇用を行っていない

③雇用義務はないが、実際には障害者の雇用を行ってい

る

33%

3%

9%
10%

24%

6% 15%
①4週8休 ②4週7休

③4週6休 ④4週5休

⑤4週4休 ⑥変形労働時間制

⑦その他

30%

34%

25%

9% 2%

①5日未満 ②5日以上7日未満

③8日以上9日未満 ④10日以上11日未満

⑤12日以上

22%

46%

32% 雇用率2.2％未満

雇用率2.2％以上

回答なし



                                   別紙２

                              

要 望 事 項

1 分離発注方式維持継続のお願い

東京都発注の設備工事については、「分離発注方式」を原則として実施し

ていただいており、感謝申し上げます。

建築物の総合的な品質は 設備工事の品質によっても大きく左右され、設備

専門の技術を有する企業が、発注者のニーズを直接把握し、責任をもって

施工する｢分離発注方式」こそ、高品質の確保に最適であり「公共工事の品

質確保の促進に関する法律」（品確法）に適うものと考えております。

つきましては、今後も引き続き「分離発注方式」の維持・継続を強くお

願いいたします。

２ 入札契約制度本格実施内容についての要望

1）「事後公表」について

    当会は従前より、予定価格については「事後公表」とすべきであると

主張してまいりました。

    しかしながら、昨年 6 月の本格実施の後、財務局契約の開札ベースで

空調設備及び衛生設備の案件では、高い割合で「事前公表」となってお

ります。不良不適格業者の排除の徹底と、工事品質を確保するために、

予定価格を全ての案件に対して「事後公表」に変更していただきますよ

うお願いいたします。

2）「混合入札方式」について

    混合入札での受注状況を見ますと、単体での受注件数割合が設備

業種では約８０％の割合となり試行期間中より増加しております。

「混合入札方式」を継続していく上で、中小企業育成の観点から

より多くの中小企業がＪＶへの参加機会を増大する事が必要であると

考えております。

下記の二点について検討をお願いいたします。

団体名 一般社団法人 東京空調衛生工業会



   ① 中小企業の受注機会の確保等を図る観点から、都内中小企業とＪ

Ｖを組んだ場合の総合評価方式における加点措置が拡充されまし

たが、対象となる案件は拡大しておりません。

総合評価方式による入札案件を増やしていただきたい。

    ② 国におきましてはＪＶに２０％以上出資している第二順位者も

工事実績として認めていますので、東京都におきましても、

中小企業の受注機会拡大のため、第二順位者の実績を対象と

していただきたい。

３ その他

    現在の建設業界の最大の課題である担い手の育成・確保並びに労働

条件・労働環境の改善については、基本的に企業及び業界団体が対応すべ

き事項であると認識しておりますが、発注者のご理解とご協力をいただか

なければ解決できない以下の三項目について対応をお願いいたします。

1）適切な工期の設定

    先般働き方改革関連法が成立し、建設業も時間外労働の上限規制

  が適用されることになりました。また、近年の入職者の大きな関心

事は休日の確保です。

東京都においては平成２７年度から「週休２日モデル工事」を実施

していただいておりますが、週休２日が実施できたかどうかだけでな

く、当初設定した工期が適切であったかどうかも併せて検証し、今後

の発注に反映していただきますようお願いいたします。

2）適正な予定価格の算定

     適切な工期や経済社会情勢の変化等を踏まえ、公共工事の品質確

保の担い手が中長期的に育成・確保ができる予定価格を算定していた

だきますようお願いいたします。

3）計画的な発注（発注・竣工時期の分散・平準化）

     技能者・技術者が不足している現状では、発注・竣工時期が集中し

ていては受注意欲はあっても対応することは困難です。様々な手法を

活用して計画的に発注を行っていただきますようお願いいたします。

  


